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20冒 ・海の冒

0-一 月― 火―  水 ― 木―  金 一
 ヽ
0

ゆ り

国 税/6月分源泉所得税の納付    7月 10日
国 税/納期の特例を受けた源泉所得税 (1月～6月

分)の納付          7月 10日

国 税/所得税予定納税額の減額承認申請
7月 15日

国 税/所得税予定納税額第 1期分の納付
7月 31日

国 税/5月 決算法人の確定申告 (法人税・消費税
等 )、 11月決算法人の中間申告 7月 31自

国 税/8月 、11月 、2月決算法人の消費税等の中
間申告 (年 3回の場合)    7月 31日

地方税/固定資産税 (都市計画税)第 2期分の納付

市町村の条例で定める日

労 務/社会保険の報酬月額算定基礎届 7月 10日
労 務/労働保険料 (概算・確定)申告書の提出、

納付 (全期・第 1期分)    7月 10日

労 務/障害者・高齢者雇用状況報告  7月 15日
労 務/労働者死傷病報告 (4月～ 6月分)7月 31日
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税 理 士
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TEL
AX

7月 の 税 務 と 労 務 |わ|:二 I

ン

自講力車税・軽自動車税の「環境性能割」は、

自動車の取得時に燃費性能などに応じて課税

される仕組みでしたが、本国の関税措置が国

内の自動車産業に及ぼす影響を緩和すること

や、自動車ユーザーの取得時における負担を

軽滅・簡素化する観点から、今年 3月 末をもっ

。て廃止されました。

企業グループ間の取引に

係る書類保存の特例

内国法人が「関連者」との間で「特定取引」

を行った場合、注文書や契約書、見積書な

どの書類に、その取引に関する資産または

役務の提供の明細、対価の額の計算の明細

といった、その取引に係る対価の額を算定

するために必要な事項の記載や記録がない

ときは、その内容を明らかにする書類を取

得または作成して、保存をする必要があ叩

ます。これを、「企業グループ間の取引に

係る書類保存の特例」といい、令和8年度

税制改正で創設されました。

ここで関連者とは、持株関係や実質的支

配関係、またはそれらが連鎖する関係をい

います。持株関係は、いわゆる「親子関係」

として二の法人のいずれか一方が他方の法

人の発行済株式等の50°/。以上の株式等を

直接または間接に保有する関係や、いわゆ

る「兄弟関係」として二の法人が同一の者

によってそれぞれその発行済株式等の

50°/。以上の株式等を直接または間接に保

有される関係をいいます。実質的支配関係

は、他方の法人の役員の2分の 1以上また

は代表権を有する社員が一方の法人の役員

や使用人を兼務しているなどのように、二

の法人のいずれか一方の法人が他方の法人

の事業の方針を実質的に決定できる関係を

いいます。

対象となる特定取引は、①特許権や商標

権、工業所有権、著作権、プログラムの著

作物などの譲渡または貸付けと、②研究開

発や広告宣伝、システムの使用料、経営指

導や情報提供などのような役務の提供が対

象になります。

この制度が倉」設されたのは、企業グルー

プ間の取引については、恣意的な支払額の

調整が行われやすく、法人の経費の支払額

が適正なものであるかの確認が十分にでき

ないことが背景にあるようです。書類の保

存が適切に行われていない場合はこ青色申

告の承認の取消事由等になります。

愛ま嘉議護靭 苺離4

配当の支払し1と源泉所得税
会社が利益剰余金を処分するために、配

当等を支払うことがあ切ます。配当等を支

払う際には、一定の場合を除き、次の区分

の税率により所得税及び復興特別所得税を

徴収して納付する必要があります。

① 上場株式等の配当の場合
源泉徴収税率は15.3150/。

(支払いを受ける者が居住者の

場合は他に住民税 5°/。 )

② 上場株式等以外の配当の場合
源泉徴】又税率は20.420/。

源泉徴収 した税金は、配当等の支払いを

した日の翌月 10日 までに納付をします。

なお、配当等の支払いが確定した日から1

年を経過 した日までに支払いがない場合は、

1年 を経過 した日に支払いがあったものと

して源泉徴収を行うことになっています。

毎
月
ほ
ぼ
同
量
購
入
す
る

収
入
印
紙

消
耗
品
や
こ
れ
に
準
ず
る
棚
卸
資

産
の
取
得
に
要
し
た
費
用
の
額
は
、

そ
の
棚
卸
資
産
を
消
費
し
た
日
の
属

す
る
事
業
年
度
の
損
金
の
額
に
算
入

す
る
の
が
原
則
で
す
。
し
か
し
、
法

人
が
事
務
用
消
耗
品
や
作
業
用
消
耗

］叩
、
包
装
資
材
な
ど
の
棚
卸
資
産
で
、

各
事
業
年
度
に
お
お
む
ね

一
定
数
量

を
取
得
し
、
か
つ
経
常
的
に
消
費
す

る
も
の
は
、
取
得
に
要
し
た
費
用
の

額
を
継
続
し
て
そ
の
取
得
を
し
た
日

の
属
す
る
事
業
年
度
に
経
費
と
し
て

計
上
し
て
い
る
場
合
は
、
損
金
の
額

に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
収
入
印
紙
は
こ
の
取
扱

い
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
収
入
印
紙

は
印
紙
税
の
納
付
や
国
が
行
う
事
務

の
手
数
料
の
支
払

い
な
ど
の
際
に
用

い
ら
れ
る
も
の
で
、　
一
種
の
証
票
で

あ
り
棚
卸
資
産
に
は
該
当
し
な
い
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

期
末
に
未
使
用
分
を
貯
蔵
品
と
し
て

資
産
計
上
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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新
制
度
も
追
加
！

設
備
投
資
に
関
す
る
税
制

令
和
８
年
度
税
制
改
正
で
、
「特
定
生
産
性
向
上
設
備
等
投

資
促
進
税
制
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
設
備
投
資
に
関
す
る
優

遇
措
置
に
は
、
「中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
」
や

「中
小
企
業
経

営
強
化
税
制
」
な
ど
複
数
の
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
を
み
て
い
き
ま
す
。

産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た

「
特
定

生
産
性
向
上
設
備
等
」
を

い
い
ま
す
。

側
　
優
遇
措
置

特
別
償
却
は
、
特
定
機
械
装
置
等

に
つ
い
て
普
通
償
却
限
度
額
と
の
合

計
で
、
そ
の
取
得
価
額
ま
で
の
特
別

償
却

（即
時
償
却
）
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

税
額
控
除
は
、
建
物
と
建
物
附
属

設
備
及
び
構
築
物
に
つ
い
て
は
そ
の

取
得
価
額
の
４
％
、
そ
れ
以
外

の
特

定
機
械
装
置
等
に
つ
い
て
は
そ
の
取

得
価
額
の
７
％
を
、
法
人
税
か
ら
控

除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
税
額
控

除
は
当
期
の
法
人
税
額
の
２０
％
が
上

限
と
な
り
、
控
除
限
度
超
過
額
に

つ

い
て
は
３
年
間
の
繰
越
し
が
で
き
ま

す
。

Ⅱ
　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

側
　
制
度
の
概
要

こ
の
制
度
は
、
中
小
企
業
の
設
備

投
資
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度

で
、

令
和
９
年
３
月
３‐
日
ま
で
適
用
さ
れ

ま
す
。
制
度
の
対
象
者
は
青
色
申
告

書
を
提
出
す

る
中
小
企
業
者
な
ど

で
、
期
間
内
に
新
品
の
機
械
装
置
な

ど
の
取
得
や
製
作
を
し
て
、
国
内
に

あ
る
指
定
事
業

の
用
に
供
し
た
場
合

に
、
事
業
供
用
し
た
日
を
含
む
事
業

年
度
に
お

い
て
、
特
別
償
却
ま
た
は

税
額
控
除
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

中
小
企
業
者
と
は
、
資
本
金

の
額

ま
た
は
出
資
金

の
額
が
１
億
円
以
下

の
法
人
で

一
定

の
も

の
と
、
資
本
ま

た
は
出
資
を
有
し
な

い
法
人
の
う
ち

常
時
使
用
す
る
従
業
員

の
数
が
１
０

０
０
人
以
下
の
法
人
で

一
定

の
も
の

を

い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
３
年
間
の

所
得
金
額
の
平
均
額
が
１５
億
円
を
超

え
る
法
人
な
ど
、
適
用
除
外
と
な
る

事
業
者
が
あ
り
ま
す
。

例
　
適
用
対
象
資
産

こ
の
制
度

の
対
象
と
な
る
資
産
は

次
頁
表
の
と
お
り
で
す
。
機
械
装
置

に
つ
い
て
は
、

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー

業
の
う
ち
主
要
な
事
業
以
外

の
も
の

で
、
そ
の
管
理
の
お
お
む
ね
全
部
を

他

の
者
に
委
託
す
る
も
の
は
除
か
れ

ま
す
。

側
　
優
遇
措
置

特
別
償
却
は
、
基
準
取
得
価
額
の

３０
％
相
当
額
の
特
別
償
却
限
度
額
を

普
通
償
却
限
度
額
に
加
え
た
金
額
で

す
。
基
準
取
得
価
額
は
、
船
舶
に

つ

い
て
は
、
そ
の
取
得
価
額
に
７５
％
を

乗
じ
た
金
額
、
そ
の
他

の
資
産
に
つ

い
て
は
取
得
価
額
を

い
い
ま
す
。

I

特
定
生
産
性
向
上
設
備
等

投
資
促
進
税
制

側
　
制
度
の
概
要

こ
の
制
度
は
、
「
強
い
経
済
」
を

実
現
す
る
た
め
、
企
業
が
大
胆
な
設

備
投
資
を
行
い
、
新
た
な
付
加
価
値

の
創
出
と
生
産
性
向
上
に
よ
つ
て
賃

上
げ
に
つ
な
げ
る
た
め
に
創
設
さ
れ

ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
産
業
競
争
力
強
化

法

の
改
正
を
前
提
に
、
青
色
申
告
書

を
提
出
す
る
法
人
が
、　
一
定

の
資
産

の
取
得
等
を
し
、
国
内
に
あ
る
そ
の

法
人
の
事
業
の
用

（貸
付
用
を
除
く
）

に
供
し
た
場
合
に
は
、
事
業
供
用
し

た
日
を
含
む
事
業
年
度
に
お
い
て
特

別
償
却
ま
た
は
税
額
控
除
の
い
ず
れ

か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
　
適
用
対
象
資
産

こ
の
制
度

の
対
象
と
な
る
資
産
は

「
特
定
機
械
装
置
等
」
で
す
。

産
業
競
争
力
強
化
法
の
改
正
法
で

は
、
投
資
利
益
率
１５
％
以
上
、
投
資

規
模
３５
億
円

（中
小
企
業
者
等
は
５

億
円
）
以
上
な
ど
の
要
件
を
満
た
す

設
備
等
を

「
特
定
生
産
性
向
上
設
備

等
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

「
特
定
機
械
装
置
等
」
は
、
生
産

等
設
備
を
構
成
す
る

一
定

の
規
模
以

上
の
機
械
装
置
、
工
具
、
器
具
備
品
、

建
物
、
建
物
附
属
設
備
、
構
築
物
及

び

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
で
、
産
業
競
争
力

強
化
法
の
改
正
法
の
施
行
日
か
ら
令

和
Ⅲ
年
３
月
３‐
日
ま
で
の
間
に
経
済

税
額
控
除
は
、
基
準
取
得
価
額
の

７
％
を
法
人
税
か
ら
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
当
期

の
法

人
税
額
の
２０
％
が
上
限
と
な
り
、
控

除
限
度
超
過
額
に
つ
い
て
は
１
年
間

の
繰
越
し
が
で
き
ま
す
。

Ⅲ
　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制

側
　
制
度
の
概
要

こ
の
制
度
は
、
経
営
力
向
上
を
図

る
中
小
企
業
の
設
備
投
資
を
後
押
し

す
る
た
め
に
、
平
成
２９
年
度
税
制
改

正
で
創
設
さ
れ
た
制
度
で
す
。

制
度

の
対
象
者
は
、
青
色
申
告
書

を
提
出
す

る
中
小
企
業
者
等

の
う

ち
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法

の
認

定

（特
定
認
定
）
を
受
け
た
者
で
す
。

令
和
９
年
３
月
３‐
日
ま
で
に
特
定
認

定
に
係
る
特
定
経
営
力
向
上
計
画
に

記
載
さ
れ
た
新
品
の
特
定
経
営
力
向

上
設
備
等

の
取
得
や
製
作
な
ど
を
し

て
、
国
内
に
あ
る
指
定
事
業

の
用
に

供
し
た
場
合
に
、
事
業
供
用
し
た
日

を
含
む
事
業
年
度
に
お
い
て
、
特
別

償
却
ま
た
は
税
額
控
除
の
い
ず
れ
か

を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
　
適
用
対
象
資
産

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
資
産
は

下
表
の
と
お
り
で
す
。
た
だ
し
、

コ

イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
業

の
う
ち
主
要
な

事
業
以
外

の
も
の
で
、
そ
の
管
理
の

お
お
む
ね
全
部
を
他

の
者
に
委
託
す

る
も
の
と
、
暗
号
資
産

マ
イ

エ
ン
グ

業

の
用
に
供
す
る
も
の
は
除
か
れ
ま

す
。
側
　
傷
遇
措
置

特
別
償
却
は
、
取
得
価
額
か
ら
普

通
償
却
限
度
額
相
当
額
を
控
除
し
た

金
額
を
限
度
に
償
却
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す

（即
時
償
却
）
。
た
だ
し
、

一
定

の
資
産
に

つ
い
て
は
、
取
得
価

額
に

一
定

の
計
算
を
し
て
求
め
た
基

準
取
得
価
額
が
採
ら
れ
ま
す
。

税
額
控
除
は
、
取
得
価
額

（ま
た

は
基
準
取
得
価
額
）

の
７
％
ま
た
は

１０
％
を
法
人
税
か
ら
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
当
期
の
法

人
税
額

の
２０
％
が
上
限
と
な
り
、
控

除
限
度
超
過
額
に
つ
い
て
は
１
年
間

の
繰
越
し
が
で
き
ま
す
。

表 設備投資に関する税制のまとめ

※1 それぞれ 1台又は 1基の取得価額が40万円以上、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が 120万円以上のものを含む
※2 建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む
※3 1台又は 1基の取得価額が40万円以上、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む
※4 その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のものを含む
※5 税額控除は、法人税額の20%相当額が上限
※6 船舶は取得価額に75%を乗じた金額
※7 個人事業主と貧本金3,000万 円以下の中小企業等が対象

名称 対象 対象資産 措置内容
豪S 税額控除
の線越

備考

I 特定生産性向
上設備等投資促
進税制

全
法
人

機械装置 :1台又は 1基の取得価額が160万
円以上    .
工具・器具備品 :それぞれ 1台又は 1基の取得
価額が120万円以上(Xl)

建物 :―の取得価額が可,000万円以上
建物附属設備・構築物 :それぞれ―の取得価額
が120万円以上 (X2)

ソフトウェア :―の取得価客員が70万円以上

ロロ日寺程賞去口

7%又は4%
税額控除

3年間

産業競争力強
化法の生産性
向上設備等の
うち投資計画
に記載された
設備で一定額
以上のもの

Ⅱ 中小企業投資
促進税制
(中小企業者等が機
械等を取得した場
合の特別償却又は
税額控除)

中
′」ヽ
企
業
者
等

機械装置 :耳 台叉は呵基の取得価額が160万円
以上
測
界壬昂黙 我王暴

よ)1台
又は1基の取得価額

ソフトウェア:―の取得価額が70万円以上(X4)

車両運搬具・船舶 :一定のもの

30%特別償却 (※°

7%税額控除 l× 7)
1年間

Ⅲ 中小企業経営
]蛍 1ヒ税市」
(中小企業者等が特
定経営力向上設備
等を取得した場合
の特別償却又は税
額控除)

中
′lヽ
企
業
者
等

機械装置 :1台又は1基の取得価額が160万円
以上
工貝・器具備品 :それぞれ1台又は1基の取得
価額が40万円以上
ソフトウェア :―の取得価額が70万円以上
建物附属設備 :―の取得価額が60万円以上

員口日寺モ貴去口

7%又は10%
税額控除

1年間

中小企業等経
営強化法にお
ける特定経営
力向上計画の
認定を受けた
特定事業者等建修。その附属設備 :―の取得価額が1,000

万円以上

15%又は25%
特別償却

1%又は2%
税額控除
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